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近 世北関東農村 におけ る隷属農民の

存在形態 とその 自立過程

常陸国真壁町周辺の事例

長 谷 川 伸 三

1問 題の所在

ll隷 属農民の存在形態 一 下谷貝村の場合一

皿 隷属農民の存在状況 一 塙世村と本木村の場合一

IV隷 属農民の自立闘争 一一塙世村分郷の場合一

Vむ すびにかえて

1問 題 の 所 在

近世幕藩体制社会 は,基 本的には幕藩領主権 力が封建的土地所有 の もとで

の 自立 を達成 した小農民経営 を基 盤に,彼 らを村落共 同体単位に支配 ・掌握

して成立 してい ると理解す る ことがで きる。 た しかにかか る封建小農 の多 く

は,本 百姓 として一定 の田畑 ・屋敷の所持 を認め られ,年 貢納入 の義務を負

うとともに,村 落共 同体 の基本的な構成 員 と しての一定 の発 言権 を獲得 して

いた。

しか し,こ の ような体制が幕藩体制社 会の発足 と同時 に成立 したわけでは

な く,ま たすべ ての農民が小農 自立 を達成 し,本 百姓身分 を獲得 したので も

なか った。実際 の村落共同体には,こ とに近世前半期や後進的な地域 におい

ては,零 細な石高所持 しか 実現 しえず,一 人前 の百姓に 扱われなか った水
ふだい

呑 ・無高百姓や,有 力農民への 隷属関係 か ら 脱 しえない ままの 譜代 ・屋敷
まえじ けほ 弓 か ど

者 ・前地 ・家抱 ・門の者な どとよばれ る隷 属農民 の存在がみ られた。

ここでは後者 の隷属農民 の存在に焦点をあてて,か か る農民が近世前半期
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にいかな る存在形態をな し,ま た近世後半期にかけて,い か なる経過をた ど

って 自立を達成 しようと したかを明 らかに し,隷 属 農民 の存在 を も視野にい

れた上で,幕 藩 体制社 会 の性格,な かで もそ の基盤をなす近世村落共同体の

性格に接近 してみた い。

北関東 農村に おけ る隷 属農民 の分析に関 しては,さ しあた り次 の二つの論

文に注 目したい。それは深谷克己 「野州農村におけ る下層隷属農民 一r前

地 』の存在形態一 」(r栃 木県 史研究』1号)と 秋 本典夫 「従属農民 の解放

をめ ぐる近世封建権力 と村落共 同体一 承応～元禄期 におけ る北関東下野の

場 合一 」(『宇都宮大学教養部研究報告』4号1部)で ある。前者 は幕藩 体

制下におけ る農民諸階層の隷属 の多様性 と諸形態を,野 州農村に広範に見 ら

れ る 「前地」農民 の性格を分析す る ことに よって,具 体的 に明 らかに しよ う

としてい る。 まず 「前 地」の多様 な存在形態の分析 か ら,彼 等が幕藩 体制 の

確立期に形成 され,再 生産 され る ことを明 らかにす るとともに,彼 等 の 自立

と解放 の基本的 な方 向が百姓化 である と し,そ の具 体的 な条件を解明 してい

る。近世 の隷属農民を中世の遺制 と して把握 しよ うとす る方法を克服 してい

る点を積極的に評価 したい。

後者 は近世村落共同体の構成員た りえない農民 と して,身 分階層 の固定化

に よる従属農民 と,社 会 的 ・経済的 な支配 ・隷 属関係 に よる隷属農民 の存在

と両者 の性格 の違いを明 らかに している。 ことに野州農村では,承 応～寛文

期検地がかか る隷属農民 を 「前地」 と して固定化 した こと,そ れ以後元禄期

前後にかけ て,従 属農民の 「直百姓」化,お よび隷属農民 の地位向上 の闘争

が,領 主権力 と村落共 同体の固い枠に衝突 しなが ら展 開された ことを明 らか

に してい る。従属 ・隷 属農民 の性格 を,村 落共 同体や封建権力 とのかかわ り

のなかで把握 してい る点は示唆的であ る。

本稿 は前述 の隷属農民 の実態 を,常 陸国真壁郡 の うち,真 壁町(町 屋村)

周辺の数か村(現 在の真壁町 お よび大和村,近 世では 笠間藩領 お よび 旗本

領)に 事 例を もとめ て検討 した ものであ る。史料的制約 と筆者の能力の限界

に よ り,か か る隷属農民 の成 立過程 を明 らかに しえず,た だその存在形態 と
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自立過程 の一端を示 しえたにす ぎない。 なお関係 史科 の一部は,『 茨城県史

料 ・近 世社会経済編1』(1971年 刊)に 収録 され てお り,長 倉保 氏他 に よる

解説には教 え られ る点が多いので,ぜ ひ参照 され たい。

笠間藩領に おけ る隷 属農民 の性格に関 しては,18世 紀半ばに同藩士 高橋左

助義方 が書 いた 『地方要 集一 地方名 目一 』 とい う地方書に当代 の解説が
(1)

見 られ るので,関 連 す る箇 条 を引 用 して み よ う。

カホ ウ

「一 家抱 先祖 よ り持高の内を家来に分 け譲 り,検 地 の節水帳に肩書に何

右衛 門誰 と記 し置候て,年 貢は主人方え請け,主 人 よ り上納仕候を家抱

と申候。笠間に而は門の前 と申候。 壱騎の百姓 より少 し賎 申候。家抱 と

は少替 り候所に御 座候。

一一 壱騎前 村毎 に相違は御座候得共 ,先 持高四石以上 を壱騎役 と申候。

村方 に而夫伝馬 に前 銭等割合 も壱騎 よ り割仕候。其 外水呑百姓等は銭役

等 と申候 て相勤申候。 」

まず隷属農民の例 と して 「家抱」 をあげ,先 祖 の農民 が家来に分地 し,検

地帳上 に分付 け記載 され,主 人 を通 して年 貢を納入す る農民 と規定 し,笠 間

藩領では 「門の前」 と称 し,「 壱騎前 」の 百姓に対す る ものであ ると指摘 し
か ど

てい る。 ここでは 「門百姓」 に通 じる名称がだ され てお り,ま た領主権力 の

農民支配 との関係 もあ る程度示 されてい るが,主 人 と家抱 ・門の前 との隷 属

関係の内容な どは,小 作関係 が予想 され る他はあま り明確ではない。

皿 隷属農民の存在形態 下谷貝村の場合

やとだ

下谷 貝村 は,真 壁の西 方約4キ ロの雑木林 の低台地 と畑 と浅 い谷 田が起伏

す る平場 の村であ る。 村高 は1302石 余で,う ち田方645石,畑 方626石 と

やや畑 がちで あ り,支 配 は数給 の旗本領にわかれ ていた。

この村 の500石 分の名主を勤めていた市村五 郎右衛門家は,現 在で も真壁

●

(1)大 和村勝田貞家文書.
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と下館 を結ぶ 県道に面 して,樹 木におおわれた 広大 な屋敷構 えを 見せ てい

る。 この屋敷構 えのなかに は,主 人の家屋 の他に,明 治初年 まではかな りの

屋敷者 とよばれ る隷属 農民 の住居があ った といわれ,現 在で も住居跡 や古井

戸 が残 っている。 また延宝期以来の人別帳 ・宗 門人別帳が伝 え られてお り,

その内容か ら 多数 の隷属農民 を 含んだ 村落構成 を 明 らかにす ることがで き

る。

〔第1表 〕 延宝4年(1676)下 谷貝村の階層別家族構成

〔持高40石 以上 下人保有2戸 〕
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〔持高15～20石 下人な し1戸 〕

75

仁 右 ヱ 門116・98・14i422 121
〔持 高10～15石 下 人保有13戸 〕 以下略 記
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小 計

平 均

64.462

8.058
17

5.9

3317151

4.12.11.90.1

1477

1.80.90.9

10

門∠

1Ω
り

ー

〔持 高5～10石 下人 な し42戸 〕

小 計

平 均

311.665

7.421

174

4.1

17488779

4.42.11.80.2

2567

0.61,6

〔持 高0～5石 下人 保有1戸 〕
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〔持 高0～5石 下人 な し14戸 〕
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(史料)真 壁町市村浩家文書,延 宝4年 「真壁下谷貝村人別反別家数馬数帳」

第1表 は,延 宝4年(1676)の 「人別反別家数馬数 帳」 を整理 した もので

ある。r茨 城県 史料 ・近世社会経済編1』 には,同 年の 「下谷貝村人別帳」

が紹介 されているが(P.92),後 者は朝比奈六右衛 門知行500石 分 の人馴帳

であるのに対 し,前 者 は 山田清太夫知行802石 分 を 含む 全村 にわた ってお

り,か つ 田畑面積 や家数 の記載 もあ るので,こ こでは前者 を分析す る ことに

した。

第1表 は,各 百姓 の持高 と 下人 の有無に基 づいて 表示 してあ る。 まず40
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石 以 上 層 の2戸 は,と もに 名 主 で,多 数 の下 人 を 抱 えて い る。 下人 の なか に

童 を含 み,ま た80石 前 後 の 持 高 や馬 ・家 数 か ら判 断 して も,こ れ らの 下 人

のか な りの 部分 は,家 族 を構 成す る隷 属 農 民 で あ る こ とが 推 測 され よ う。 な

お名 主 五 郎右 衛 門 の 持 高86石 余 の 内容 は,田4町1反1畝,畑6町9反8

畝,屋 敷3反2畝,合 計11町4反1畝 で あ り,同 じく清 右 衛 門 の持 高71石

余 の 内 容 は,田3町5反3畝,畑5町5反5畝,屋 敷4反8畝,合 計9町5

反6畝 で あ る。

つ ぎに20～40石 層 の6戸 は,い ず れ もか な りの下 人 を 抱 え て お り,こ の

層 の な か に も,家 族 を構 成 す る隷 属 農 民 を従 え て い る ものが 存 在 す る と思 わ

れ る。15～20石 層 は 下人 保 有7戸 に対 し,下 人 な し1戸 で,下 人 数 も・一部

を除 い て 数人 で あ り,20～25石 前 後 の 持 高が,隷 属 農民 の保 有 ・非 保 有 の

境 界線 とみ な しうる。10～15石 層 に な る と,下 人 な しの戸 数 が 下 人 保 有戸

数 を上 回 り,10石 未 満層 で は,下 人 な しの戸 数 が圧 倒 的 に 多 くな って い る。

む しろ この層 に は,そ の零 細 な持 高 か ら判 断 して,村 内 の 中 ・上 層 農 民 へ 下

人 労 働 力 を供 給 して い る農 民 が,か な り含 まれ てい る と見 られ る。

天 和3年(1683)の 「下 谷 貝 村 宗 門 御 改一 札 」 は,「 毎 年 邪 蘇i宗門 御 改,

弥 以当 年 も村 中 大 小之 百 姓 井妻 子 ・下人等 迄,其 出所 吟 味 仕,老 若 男 女 当 歳

生 れ 子 迄,此 帳 面 に 付 け落 し ・付 け 損 無 御 座候 」 とい う 前 書 を もつ,全 村
ゆラ

(旗本二給)に わたる 詳細な宗門人別帳 である。 記載 されてい る百姓112戸

(門前百姓3戸 を除 く)を,家 族構成 と下人保有に基づいて整理す ると 次の

ようにな る。

1家 族 を構成す る 屋敷者 ・譜 代百姓 を 保有す る家12戸(う ち複合的家

族2戸)

皿 家族 を構成 しない 屋敷者 ・譜代百姓を 保有す る家10戸(う ち同上0

戸)

皿 年季下人を保有す る家34戸(う ち同上4戸)

N年 季 下人を保有 しない家56戸(う ち同上10戸)

(2)真 壁町市村浩家文書.
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第1表 にみた 延宝4年 の 場合には 知 り得 なか った 家族構成 と下人 の性格

が,こ こでは 明確に なってい る。 延宝4年 の場合 と対比 して,1は20石 以

上 の上層農民に 相当 し,皿 は15～20石 の下人保有農民 に,皿 は5～15石 の

下人保有農民に,Nは0～15石 の下人非保有農民 に相当す る。それぞれの階

層 の戸数 もほぼ対応 してい る。

なお複合的家族 とは,主 人の家 で親 と長子以外の夫婦 を含む家族で,た と

えば当主の弟夫婦,当 主の次三男の夫婦 な どを含む ものであ る。 しか し,上

記以外に 傍系親族 と して,叔 父や従弟な どの 夫婦 を含む ものは 見あた らな

い。 また家族 を構成 しない屋敷者 ・譜 代百姓は,再 生産 され る可能性の少な

い ものなので,い ずれ は 皿の一般 下人 の保有へ移行する もの と考え られ る。

ここでは,1の 家族を 構 成す る 屋敷者 ・譜代百姓 を 保有す る家 を 検討 し

て,有 力農民 と隷属農民 との関係を 明 らかに した い。1に 属す る12戸 の う

ち,名 主五郎右衛門家 と同 じく亀之助(延 宝4年 の清右衛門)家 の2戸 は,

多数の屋敷者 ・譜代下人 ・一般下人 を抱 えてお り,特 異 な存在であ るが,ま

》 その家族.下 人構成を略記 してみ よう.数 字は年令,「 」 嫁 族 を示 し

て い る。

五郎右 衛門46女 房33男 子25女 房19男 孫1母70弟33女 子4

(以 上8人)

年季下人 一 男(当 村)22男(他 村)23男(他 村)20男(他 村)16男(他

村)18男(他 村)18男(他 村)10女(他 村)47女(当 村)29女(当

村)26女(当 村)29女(当 村)16女(不 明)18女(他 村)12女(当

村)25男(当 村)16(以 上16人)

年季者一 「次兵衛(当 村)32女 房26男 子7」(以 上1家 族 ・3人)

譜代 者(独 身)下 男27下 男8下 女67下 女43(以 上4人)

譜代 者一 「市左衛門48女 房43女 子18男 子4」 「与惣兵 衛53女 房55」

「瀬 兵衛33女 房32男 子3」 「長 八29女 房29男 子15」 「清兵衛49

女房48男 孫5」 「長 兵衛46女 房43男 子22女 孫2」(以 上6家 族 ・

19人)

屋敷 者一 「三左 衛門39女 房32女 子15男 子8女 子5」 「又 左衛門35

女 房27親80女 房67男 子5」 「吉 兵衛80女 房72女 孫8」 「六兵 衛

72女 房65男 子21女 子34後 家娘13姉 力73」 「市兵衛52女 房39
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男子27女 房20女 子18男 子13」 「伝 兵衛40女 房36母81男 子12」

「長 作42母69男 子10」 「与吉45女 房44男 子11」 「三右衛門63男 、

子28男 子36女 房30女 孫12男 子36女 房24男 孫7男 孫2」

(以上9家 族 ・44人)総 計94人

亀之助16母43(以 上2人)

年季 者一 下女(不 明)30下 女(他 村)25下 女(不 明)14下 女(当 村)一

下 女(当 村)34下 女(当 村)12下 男(当 村)41下 男(当 村)31下 男(当

村)35下 女(不 明)30(以 上10人)

譜代者(独 身)一 下女44下 女18下 男21下 男29下 男12下 男 一(以

上6人)

譜代者 一 「作右 衛門66女 房53男 子27同 女房24女 孫7男 孫8男 孫

3」 「久左 衛門52女 房44女 子17男 子13男 子8」 「吉兵 衛40女 房34

男子10男 子5」(以 上3家 族 ・16人)

屋 敷者一 「久右 衛 門59女 房50男 子23男 子 一」 「六 左衛門74女 房64

長兵衛28同 女房22男 孫3」 「喜兵 衛64女 房50男 子37同 女房38

男孫11男 孫6男 子 力28」 「吉 左衛門55女 房47男 子15」 「弥蔵79

女房67」 「五 郎兵衛53女 房53男 子20女 子24男 子13」 「武兵衛51

女 房50男 子6女 子7」(以 上7家 族 ・30人)総 計64人

以上 に見 られ る ように,五 郎右衛門家は実に16家 族を含む86人 の下人 ・

隷 属農民を従 えてお り,亀 之助家 も10家 族 を含む62人 の下人 ・隷属農民 を

従 えてい る。家族 を構成す る譜代百姓 と屋敷者 との違 いは,後 者が独立 した

屋敷 を所持 し,一 定の耕地 を分与 されていて,主 人 への従属度 が よ り低い も

の と考 え られ る。 例 えば 延宝4年 の五 郎右衛門家 の家数は10戸 で,天 和3

年 の同家 の屋敷者は9家 族であ る。 また屋敷 者の方 が概 して家 族数が多い。

これに対 して 譜代百姓 は,主 人 の屋敷地 の 一 角に 小屋住み していた と見 ら

れ,主 人への従属度 もより高か った と考 え られ る。

従 って農業経営 の上か らも,屋 敷者 は主人か ら分与 され た土地 にみあ うだ

けの賦役労働を提供 す る,い わゆ る名 田小作を行 な う程度の 自立を達成 して

いたであろ う。 主人の家は,譜 代 ・年季 の下人(家 族構成 を もつ 者 を 含め

て)の 労働力 を動員 して大規模 な農業経営を行 ない,部 分的に屋敷者 の賦役

労働を もって補充 していたのであ る。かか る農業経 営は,こ の地域ではほぼ
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18世 紀前半期(元 禄 ～延享 ・寛延期)ま で 維持 され,そ れを 可能に したの

は,多 数 の隷属農民の保有 と,そ れを支えた土豪的百姓 の系譜に基づ く大土

地所持 と,村 落に対す る名 主 と しての特権的 な地位であ った。

1に 属す る残 り10戸 に関 しては,多 少の 家族 ・下人数の規模 の違 いがあ

るので,比 較的多人数 の家 と少人数の家の二例 を示 してみ よ う。

善兵衛(延 宝4年 持 高29.9石)48女 房43男 子22同 女房21女 孫2妹 響

54同 女房(妹)43

下男(年 季他村)18下 女(年 季他村)24下 女(年 季当村)13下 女(年 季他

村)43

譜代 者一 下 女6「 下 男六 右衛 門34女 房28母61弟17男 子10女 子4」

屋敷 者一 「太 兵衛31女 房27女 子3」 「長右 衛門5ブ 女房56」

(以上家 族7人,下 人4人,譜 代老7人,屋 敷者5人,計23人)

太郎右 衛門(延 宝4年 持 高17.8石)43女 房43男 子16男 子10父 親73同

女房60

下 男(譜 代)33下 男(譜 代)18下 女(年 季当村 力)35

屋敷者 一 「新 兵衛65女 房55」

(以 上家族6人,下 人3人,屋 敷 者2人,計11人)

いずれ も名田地 主経営に準ず る比較的小 さな もの といえ よ う。 皿,皿 の大

部分 とyは,い うまで もな く小農民経営であ る。 ことにWに 属す る農民 の う

ちかな りの部分 は,零 細な持高のため,家 族の一部 を年季下人 として,村 の

内外の上層農民に放 出せねば再生産が不可能であ った。以上が小農民経営が

全面的 に展開す る前 夜の村落構 成であ り,比 較的後進的な北関東の平野部の

農村 では,17世 紀後半(寛 文～元禄期)に は一般的 な姿だ ったのである。

第2表 は,上 に見た延宝 ・天和 期の村落構成,こ とrc-一部有力農民の支配

下に存在す る多数 の隷属農民 が,そ の後 ど うい う経過をた どったかを見 るた

めに作成 した ものであ る。

天和3年(1683)に は,家 族 を構成す る譜代 百姓 ・屋敷者だけで も,実 に

42家 族 ・178人が,12戸 の有力農民の支配下 にあった。 これ に対 して,元 禄

15年(1702)に は,屋 敷者主4戸 が154人 の屋敷者を抱 え,延 享2年(1745) .
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に は 屋 敷者 主5戸 が,屋 敷 者29戸 ・94人 を抱 え,明 和3年(1766)に は屋

敷 者 主 が4戸 が,屋 敷 者20戸 ・47人 を 抱 え る とい うよ うに,屋 敷 者 の戸

数 ・人 数 は 漸 減 してい る。 しか し,19世 紀 に 入 って も 屋 敷 者 の存 在 自体 は

消滅 せ ず,例 えば 寛 政12年(1800)に は,屋 敷 者 主4戸 に 対 し,屋 敷 者IZ

戸 ・47人,文 政9年(1826)に は,屋 敷者 主2戸 に対 し,屋 敷者9戸 ・38

〔第2表 〕 元禄15年 ～慶応4年,下 谷 貝村 の身分別戸数 ・家族数

(1)元 禄15年(1702)

降 瀦 主 屋敷者 一般百姓 門前百姓 山伏 寺院

戸

下

下

男

女

計

十昌ニ
ロ

数

男

女

出 奉 公 男

同

同

女

計

4

7

7

14

8

9

*17

1

0

1

不 明

77

77

*154

50

116

109

225

22

10

32

2

0

2

3

4

4
.

8

1

2

1

2

戸数6

僧侶5

下男1

(注)*屋 敷者主下人 と屋敷者の性別は不明につき推定に よる.

(2)延 享2年(1745)

陣 敷駐 屋敷者 一般百姓 門前百姓 山伏 寺院

戸 数

男

女

計

内15～60才

下 男

下 女

計

内15～60才

出 奉 公 男

同 女

同 計

5

10

15

25

16

11

11

*29

21

29

49

39

**94

56

1

0

1

3

6

5

1

7

7

3

0

9

5

1

6

4
・

9

8

8

1

1

3

8

3

1

陶1

1

0

1

-

「
∠

-

っ
0

3

ノ0

9

数

侶

戸

僧

下男2

(注)*性 別 ・年 令不 明 の7人 を含 む.:F・+同 じ く不 明 の6人 を含 む.
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(3)明 和3年(1766)

81

降 敷者主 屋瀦
一般 百姓 門前百姓 修験

,寺 院

戸 数

男

女

計

内15～60才

下 男

下 女

計

4

0

8

8

3

1

0

1

1

1

1

6

8

2

0

4

7

2

9

4
・

8

9

8

1

男

女

計

公奉

20

38

29

67

47

出

同

同

2

2

5

7

4

1

0

1

10

7
5

0

数

侶

男

戸

僧

下

1

2

2

4
・

2

(4)寛 政12年(1800)

} 屋敷者主 屋敷者 一般百姓 門前百姓 寺院

戸 数

男

女

計

内15～60才

4
・

1

0

1

5

1

1

2

1

つ
層

3

4

7

0

1

2

2

4
圏

りδ

33

65

41

106

71

1

1
よ

1

2

1

戸数6

僧侶3

下男0

(5)文 政9年(1826)

1 屋敷者主 屋敷者 一般百姓 門前百姓 寺院

戸 数

男

女

計

内15～60才

2

ウ
」

5

2

Q
1

1

Q
ノ

ー
漏

7

0
◎

-
乙

2

1

3

2

26

67

53

120

75

0

0

戸数6

僧侶1

下男0

(6)慶 応4年(1868)

1 屋敷者主 屋敷者 一般百姓 門前百姓 寺院

数

才

男

女

計

60

男

女

計

～

介

15

戸

内

厄

同

同

3

0

4
・

4
.

7
・

1

1

2

曾
1

∠0

6

5

1

∠Q

1

1

3

1

39

126

115

241

148

1

3

4

0

0

戸数6

僧侶2

下男2

く史料)真 壁町市村浩家交書 各年度 ・下谷貝村宗門人別改帳。
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人,幕 末 の慶応4年(1868)で さえ,屋 敷者主3戸 に対 し,屋 敷老6戸 ピ31

人が存在 してい る。

む しろ門前百姓や下人 の減少 ・消滅 の方が早 く,元 禄15年 の下人49人,

延享2年 の下人39人 に対 し,明 和3年 には 下人2人 に減少 し,こ の年 は逆

に 出奉公9人 が 目だ っている。但 しその3分 の2は 村内へ の出奉公であ り,

宗 門人別帳 の上での 下人 の消滅 は,譜 代下人の 消滅を 反映 してい るに して

も,雇 傭 関係の消滅 を意味 してはいない。 門前 百姓 も 元禄15年 の3戸 ・8

人か ら,寛 政12年 の1戸 ・2人 に な り,以 後は姿 を消 している。

次に屋敷者 主の最 高に位置す る名主五 郎右衛 門家について,同 家の屋敷者

の戸数 ・人数 の変化 を見 てみ よ う。

元 禄15年 戸 数 不 明 男46人 女48人 他 に 下 人5人

延 享2年17戸 男35人 女21人 他 に下 男5人,下 女6人

明和3年10戸 男20人 女17人

寛 政12年4戸 男9人 女10人

文 政9年4戸 男9人 女10人

慶 応4年3戸 男9人 女9人

元禄期か ら明和期 にかけ ての急速な減少が 目だつが,こ れは内容的 には屋

敷者 の 自立の傾向を反映 した ものであ ろ う。但 し村 内の一般百姓 も減少 の傾

向を見せ てい るので,屋 敷者や譜代下人が村 内で百姓に取立て られ る可能性

は少 な く,屋 敷者主 への従属を絶つ こ とは,村 外流 出を意味 していた。それ

だけに村 内に とどまる限 りは,屋 敷者 とい う身分か ら脱出す ることは困難で

あった のであ る。

しか し,少 な くとも明和期以降の屋敷者 は,身 分的差別 と形 式化 した主従

関係 を除けば,ほ とん ど他の百姓 とかわ らない地位 を確立 して きてい るもの

と思われ る。 領主側 も,す でに天和 の宗門改に際 して,譜 代百姓 ・屋敷者の

個別人身的な 把握の方向を 示 してお り,延 享期以降 の 宗門人別帳に おいて

も,誰 の屋敷者 とい う記載 を別にすれば,他 の農民 と同様 に記載 し,掌 握 し
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て い る。

明和3年 に年寄市郎布衛 門は,屋 敷老武右衛 門(3人 家族)を 抱 えていた。

同家は寛政12年 には良三 の代にな り(養 母 と二人暮 し),屋 敷者は常助 の代

(6人 家族)に なってい る。 ところが文政9年 には,主 人 の家が断絶 して し

まい,常 助(6人 家族)は 主人 のひない屋敷者になっている。ただ し慶応4

年 には市郎右衛門家は 再 建 され てお り(市 郎左衛 門,6人 家族),常 助 の枠

友蔵(7人 家族)は あいかわ らず屋敷者 に とどまっている。 この事例 は,屋

敷者が農業経営の面で もほぼ 自立を達成 し,実 質的には主人 の家 とは独立 し

て再生産を実現 しなが ら,身 分的な従属 の枠か らの離脱を許 され ない姿を示

してい る。

下谷貝村 に関 しては,こ れ らめ譜代百姓 お よび屋敷者 と主人 や領主 との関

係,農 業経営のあ り方,さ らに彼 らの 自立闘争 を うかがえ る史料は,現 在 の

ところ 見出せない。 明治初年に なって,五 郎右衛 門家 の 屋敷構 えのなかに

居 住 していた屋敷者 の子孫が,村 方へ 出て独立 した とい う話 を聞 くだけであ

る。

皿 隷 属 農 民 の存 在 状 況 一 塙 世 村 と本 木 村 の 場 合一

当地域に おけ る隷属農民 の存在形態は,前 記の下谷貝村 の事例でほぼ明確i

に なった。 しか し,彼 等 と領 主や他の農民 との関係等 の具体的 なあ り方 は,

史料的制約 に よ りあ ま り明 らかにな しえない。 また多 くの村 々では,整 備 さ

れた宗門人別帳や五人組帳が残 され てい る近世 後半期には,す でに屋敷者 ・

門百姓や譜代下人な どの隷属農民 の姿は消滅 している。 ここでは二,三 の断

片的な事例 を通 して,隷 属農民 の具体的なあ り方 に接近 してみたい。

真壁町 の西方1.5キ ロの塙世村 は,近 世の後半期では笠間藩領であ り,高

620石 の畑がちの村 である。 同村 の名主榎戸太郎 左衛門家は,真 壁氏 の旧臣

の系譜 を有す る土豪的百姓 であ り,近 世前半期 にはかな りの隷 属農民 を支配

していたに相違 ない。 しか し,近 世後半 期においては,宗 門人別帳等にはそ

の よ うな事実は見 られない。つ ぎに示す事 例においては,同 家がかって譜代
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下人 を 抱えていた こと,そ の 自立以後 も 機会 のあ るご とに 恩恵をほ どこ し

て,旧 来 の主従関係 の一部を存続 させ よ うと している ことが うかがえ る。

つ ぎに要 旨を示す訴状は,村 内の百姓甚十郎 の土地質入れをめ ぐる名 主太

郎左衛門'と組頭弥 三郎の争 いに際 して,宝 暦12年(1762)10月 に太郎左衛門
く　ラ

よ り笠間藩真壁役所 へ提 出 された 「乍恐 以書付,御 内訴 申上候覚」であ る。

① 当村の百姓甚十郎の祖父長助は,父 太郎左衛門の 「普代之下人」で あったが,

長助の父が病死 した際,長 助の願いに より解放 し百姓に取立てた。折か ら当村相給

の旗本秋山氏領に伝兵衛 とい う極貧の百姓がいたが,持 山を全部質入れ して病死 し

たのち,長 助が金を他か ら借入れて これ らの質地を受戻 し,伝 兵衛の後家の老後を

み る約束で相続 した。 これ らの受戻 した質地の元利金が多額になったので,長 助は

父太郎左衛門に 頼み こんで 秋山氏領の 畑を質入れ し,3両 を 無利足の条件で借入

れ,さ らに質地は孫の甚十郎に至 るまで三代の間作徳 してきた。父太郎左衛門は他

に4両3分 を無利足で長助に貸 し,同 人の所持地を担保として書入れ させてきた。

これ らの貸金は,長 助が本百姓 として存続す ることが 目的なので,父 太郎左衛門は

あえて取立て ようとは しなかったし,自 分 もこれを取立てて甚十郎を潰す ような意

志はない。

② 長助が父太郎左衛門へ書入れた畑を,孫 の甚十郎は困窮のあまり当村組頭弥三

郎へ書入れ,1両2分 を借用 し,ま た秋山氏領の うちで も地所2筆 を弥三郎へ書入

れ,2分 を借用 した。当年春,甚 十郎は両者の借金を返済で きないため,弥 三郎に

証文の書替えを求められて,3両2朱 の質地証文に書替え,質 地は弥三郎方で作徳

す る条件に した ことが,よ うや くこの秋になって自分の耳に達 した。当方への書入

れ地が無断で質入れ されたのに驚 き,証 文の裏判を行なった名主元右衛門 と地主甚

十郎へ申し入れた ところ,名 主か らは当方への書入れ地であることを知 らず失礼 し

たので,弥 三郎へは よく申し聞かせるとのあい さつがあった。しか し,弥 三郎より

は何の応答 もないため,直 接彼の所へおもむ き,甚 十郎の祖父長助が譜代下人であ

ったため,自 分の父が多大の貸金を与えたのに対 し,後 か ら弥三郎に高利で苦 しめ

られ るのは気の毒 で・あると申 し入れた。ともか く弥三郎は甚十郎が彼の組下百姓で

あるにもかかわ らず,太 郎左衛門の譜代下人の末であることも知 らず,ま た依然 と

して自分に何の応答 もせず,組 頭 として も無責任すぎる。

.要す るに太郎左衛門 の要 求は,甚 十郎 への恩恵が弥三郎 に よって無に され

るのをおそれてい るのである。従 って彼は,弥 三郎が甚十郎 よ り取上げた質

(3)真 壁町 榎戸 淳一 家文書.
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地 を返す ことに よって,弥 三郎が うけ る損金 を肩代 り して もよい とまで言 っ

てい る。名主 と して村落共 同体 内での優位 を保持す るには,旧 来 の主従関係

の一部 を存続 させ ることは,不 可欠 の条件 だった のであ る。 この訴訟 の結果

は ど うなったか 不明であ るが,18世 紀半ばに 塙世村 で も,隷 属農民 の影は

かな り濃か った ことが理解 され よう。

真壁町 の北方5.2キPtの 本木村は,近 世 の後半期 では笠間藩領 であ り,高

1140石 のやや畑が ちの 村であ る。 本木村 の場合は,明 和9年(1872)以 降

の人別五人組 帳が残存 し,村 内農民 の家族構成 を詳細に知 りうるが,明 和9
くの

年段 階では もはや譜代下人 な どの隷属農民はみ られない。 しか し,近 世前半

期には,村 内の有力農民がかな りの隷属農民 を抱 えていた ことは否定 で きな

い 。

た とえば,元 禄15年(1702)12月 に,当 村 の勝田喜兵衛家は,前 述 の塙

世村 の名主榎戸太郎左衛門家 よ り聾養子を迎えてい るが,こ の聾は持参金 と

ともに,2人 の家来(譜 代下人)を 連れ てきてい る。そ の証文 を次にかかげ
くの

て お く。

「 相定 申手形之事

一・ 成 田三郎兵衛殿仲人 二而 ,金 五拾両持参 洋男弐人 召連,貴 殿子息忠二

郎を聲 二も らい申候,我 等諸式隠居諸共 二不残渡 シ申筈 二相定 申候,自

今以後我等 男子 出来申候共,諸 式 田畑之 内少 もわけ 申間敷候,万 一悪縁

二罷成候 ババ,右 持参 金家来弐人之金共 二急度返合可 申候,為 其一札イ乃

如件,

元禄十五年 午十二 月

本 木 村 勝 田 喜 兵 衛

同 善 兵 衛

下小幡村 長 岡作右衛 門

(4)大 和村 勝 田貞家交 書,明 和9年 「五 人組御改帳」,r茨 城県史料 ・近世社会経 済

編1』P.95所 収.

(5)大 和村 勝 田貞家文 書.
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榎戸太郎左衛門殿

成 田三郎兵衛殿 」

享和2年(1802)3月,本 木村 の百姓十蔵は,み ずか ら家来百姓 の子 と名

乗 って,次 に要 旨を示す願書 「乍恐 以書付,奉 願上候」を藩 の代官 に提 出 し
くの

て い る 。
、

① 私の親弥助は七郎左衛門の家来であったが,50年 以前(延 享2年)七 郎左衛門

の退転の際,同 人の田畑を処分 した残 り12石 余を,主 人の茶の湯回向のために所

持 し,百 姓に取立て られた。 しか し,悪 田畑のため相続が困難にな り,村 より毎年

1両 の年貢弁納の援助をうけてきた。その後,私 の代にな り村方 よりの年貢弁納は

打切 られたが,か わ りに村方定夫役を勤めて,そ の給金で年貢の不足分を補 うこと

にしてきたが,し だいに困窮 して相続が困難になっている。

② ところが七郎左衛門の親類の団六は,日 ごろ私を家来同様に取扱っている。 ξ

た私が七郎左衛門の跡式を相続 したい と再三団六に願い出て も,自 分の判断ではき

められない とい うし,団 六が七郎左衛門 より引受けた田畑を私が預か りたいと申し

入れて も.そ れ もで きないとい うので,困 惑 してい る。

③ 私は当年40才 でかつ独身なので,適 当な養子を引入れたい と心がけているが,

団六は私を見下 して,主 人七郎左衛門の跡式の相続を望 まないのであろう。 しか し,

私が養子の引入れに失敗 して,相 続が不可能になれば,主 人の茶の湯回向もかなえ

られず残念である。幸い団六には三男がいるので,そ の者に七郎左衛門の跡式を相

続させ るか,さ もなければ私に相続を許 し,村 方並合いの取扱いを して くれ るか,

いずれかの方法で主人の跡式を無事存続させてほ しい。

この十蔵 の願 いの背後には,次 の よ うな事情があ った。延享2年(1745)

に本木村内を二分す るほ どの村 方騒動 があ り,戦 国期の真壁 氏の旧臣で土着

した勝 田喜右衛 門 と,同 じく真崎七郎左衛 門の二人 の名主が激 しく対 立 し,

村 内の百姓 も主に七郎左衛門側にた って争 った。藩権力の介入に よ り双方越

度 とされ,喜 右衛 門は 自害に追込 まれ,七 郎左衛 門は欠所 を命 じられ た。 こ

の騒動 の原困は,村 内の山林支配 をめ ぐる一部有力農民 と一般農民間 の対立

に よるもの ら しく,当 面は有力農民 同志の対 立 として激発 した のであ る。

この事件を機会に藩 権 力が介入 し,近 世初頭 以来,村 落に君臨 していた有

(6)大 和村勝田貞家文書.
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力農民の勢力 を掘崩 した。一部有力農民の支配 下に残存 していた隷属農民 ・

譜代 下人が,こ れ以後急速 に解放 され,遅 まきなが らも自立の道を歩み始め

たのである。 しか し,自 立 の道 を歩み始 めた隷属農民の将来 は,必 ず しも容

易な ものでは なか った。た とえば前述の十蔵 は,主 人七 郎左衛 門の欠所 ・退

転後50年 た って も,い まだ一人前 の百姓 と しての 基盤を確 立 しえず,も と

の主人 の親類 に気をつか い,ま た主人 の茶 の湯回 向を理 由に,一 人前の百姓

と しての保障 を藩権 力に求めざ るをえなか った のであ る。

延享2年 の村方騒動に よって苦境にたた された名主勝 田喜右衛 門は,前 述

の元禄期の勝 田喜兵衛 の子孫であ る。 当家 の系図には,隷 属農民 の存在につ

いて,注 目すべ き記事が散見 され る。 この 「勝 田氏系 図」は天保6年(1835)

に完成 し,同 家 が笠間藩に提出 した ものの控 えであ るが,近 世 の事項に関 し
　

ては,他 の関係 史料 と比較 しても信 用 しうる内容を もってい る。

二代 目勝田源兵衛重宗は,「 慶長年中名主役 初 り,譜 代拾壱軒,持 高三 百

石」,う ち185石 余 を子息4人 に 分与 している。 なお 「谷部 山先祖 よ り所 持

仕来 申候」 ともある。 三代 目 喜兵衛 は,「 名主役相勤候,分 家配分残,慶 安

三御 検地高九拾石余,谷 部山所 持」 とあ り,弟 初代権左衛 門(の ちの勝 田市

郎左衛 門 ・善兵衛家)は,「 分地五拾石余,譜 代壱軒分 ル」 とあ る。 四代 目

源兵衛 重光は,「 名主役相勤 メ持高百石余,谷 部山先祖 よ り所持仕来 リ候処,

元禄年 中御林 二相成 申候」 とあ り,五 代 目喜兵衛重綱は,「 名 主役 相勤持高

百石余」 とある。 そ の養子 忠次郎重村は,「 実 父塙世村榎戸 太郎左衛 門子 ニ

テ饗也,持 高百石余,名 主役相勤 申候」 とあ るが,こ れ は 前述 の元禄15年

に家来2人 をつれて聾 に きた者 の ことであ る。

七代 目喜兵衛,後 に喜右衛門重救は,「名主役勤,持 高百石余,此 頃譜代者

六軒,新 右衛門 ・源 四郎 ・次兵衛 ・弥左衛 門 ・安兵衛 ・七郎兵衛」 とある。

この喜右衛門 こそ,前 述 の延享2年 の村方騒動 の当事者で,同 年4月 に悲痛

な遺書 を残 して没 している。つ いで喜右衛 門の長 男,喜 兵衛,後 源兵衛因信

は,「 名主役勤 メ持高九拾三石余,内 四石四斗余,譜 代七 平 二遣 ス,七 石弐

⑦ 大和村勝田貞家文書
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斗余,同 半七 二遣 ス,七 石三 斗五升余,同 源四郎 二遣 ス,五 石弐 斗六升,同

紋助 二遣 ス,〆 参拾四石余,安 永年 中譜代四人之者 二遣 シ,村 御百姓 二取 立

申候」 とあ る。 以上が 「勝 田氏系 図」 にみ られ る隷属 農民 に関す る記事のす

べてであ る。

要す るに,勝 田家は近世初頭 に真壁氏 の旧臣 として本木村に土着す るとと

もに,300石 の持高 をもち,譜 代百姓11軒 を従 えた 土 豪的百姓 と して,村

落に君臨 していたのであ る。 以後順次,持 高を分与 して 血縁家族を 分家 さ

せ,そ の間に譜代百姓 を も分与 して,延 享期に は持高100石 余,譜 代百姓6

軒に減少 していた。延享2年 の村 方騒動 に よる打撃に よって,そ れ 以前か ら

の名 田地主的な農業経営 の破綻 とあい まって,譜 代下人を全面的 に解放す る

に至 った のであ る。 最終的に は,安 永年 中に持 高93石 余 の うち,24石 を譜

代百姓4軒 に分与 して村方百姓に取立てて,譜 代百姓 との隷属 関係を一応た

ち きっている。

勝 田家 の場合,以 上 にみ られ る譜代百姓 は,主 人 の家 とは別個 に家屋 と家

族 を もつ 農民であ り,領 主の支配や村落の構成 の面 で主人に隷属 していた も

ので あ る。勝 田家が譜代百姓 を全面的に解放す る前後 の農業経 営の形態 につ
ゆ

いては,別 稿で触れ ておいたが,同 家 の持高(寛 延4年 に62.5石)の 約8

割を譜代 ない し元譜代 の農民に小作 させ,年 貢 負担 を も転嫁 し,か つ彼 らの

労働 力を残 りの手作 り分に投 入 して,名 田地主的農業経営を行 なっていた。

しか し,小 農経営に よる効果的 な労働力 の燃焼 の趨勢 と,隷 属農民の最終的

な 自立の要 求には抗 しえず,多 少 の主従的関係を恩恵的に残 しつつ,譜 代百

姓 の解放 を行な った。以後の勝 田家 の農業経営は,雇 傭労働に よる地主手作

りを中心に,元 譜代百姓 を含む一般 農民へ の小作地 貸付けに転 じてい る。

しか し,勝 田家か ら解放 され,自 立を認め られた元譜代 たちのた どった道

は,決 して平坦 なものではなか った。18世 紀半ぼか ら関東農村 をまきこん

だ荒廃現象は,ま ず零細 な農民経営 の没落 のかた ちをとってあ らわれ,自 立

(8)拙 稿 「近世後期北関東農村 の構造一 関東農村の荒廃をめ ぐって一 」(『史学

雑誌』81編9号),
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したばか りで強固な経済的基盤 を もたない元譜代た ちは,た ち まち没落 の危

機 に直画 させ られた。 事実,本 木村で明和9年(1772)～ 天明3年(1783)

に潰れ百姓 となる もの13戸 の うち,1戸 は 延享期 まで 勝田家 の譜代で あっ

た安兵衛であ り,2戸 は安 永年 中に同家 の譜代 か ら百姓に取立て られた もの

であ る。

IV隷 属農民の自立闘争 一 塙世村分郷の場合

前 述 の塙 世村 は,笠 間 藩 領620石 と分 郷130石 に 二分 され て お り,分 郷 の

領 主 はか な り変動 が あ った が,ほ ぼ二,三 名 の旗 本 で あ った 。

この分郷分の元禄期 の人別帳が2冊 現存 している。第3表 はそ の うち完禄

14年(1701)の 人別帳の概要 を 示 した ものであ る。20戸 の農民 の持高 と家

族構成 お よび下人の保 有状況が 明 らかであ る。表示 されてい る持高は零細で

あ るが,、これ は元禄12年 の人別帳 と比較す る と,相 給の旗本領 の うち,一

知行地分の持 高のみが示 されてい ることがわか る。従 って実 際には この約2

倍 の持高を所持 してお り,ま た面積 も畑が大部分のため,高1石 が約1反3

畝 に相当 してい る。

家族構成は,長 男以外 の子供 や弟で既婚 の ものを含む家が3戸 み られ る他

は,い わゆ る単婚小家族かそれに準ず る親子二代 の夫婦 を含 む家が多数を し

めている。下人雇傭 の家は3戸 で,う ち1戸 は譜代下人を,も うr戸 は年季

奉公人 を各1人 保有 してい る。

残 る1戸 は名主吉兵衛家 で,こ の家だけは多数 の奉公人 と隷 属農民 を抱 え

ている。 同家の下人 は合計11人 で,そ の うち2人 は譜代 の下女 である。 残

りは年季奉公 人で,当 村の百姓4人,真 壁郡内 のもの1人,奥 州 白河 領の も

の4人 となってい る。 他に 「門長」 と よばれ る 隷属農民 を2家 族抱えてい

る。 ただ し,こ の五 郎兵衛 ・長兵衛の二家族 は,と もに老令 ない し壮年 の夫

婦者 で,子 供がい ない。

要す るに,前 述 の下谷貝村 と 同様 に,小 規模ではあ るが,村 内の有力農

民 一土豪的百姓のみが,依 然 と して門長 ・譜代 とい う形で隷属農民を従 え,
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〔第3衰 〕 元禄14年(1701)塙 世村分郷百姓の家族構成 および下人

1百 姓 名 隔1持 高(石)1 家 族 構 成 お よ び 下 人(年 令)

1

2

七 郎 兵 衛

(組頭)

七郎左衛門

59

68

37

16

50

54

53

郎

衛

衛

八

衛

四

兵

兵

兵

平

八

才

弥

久

3

4

5

6

7
・

63

69

52

60

53

57

34

50

51

49

68

55

55

衛

衛

衛

門

衛

蔵

助

衛

衛

衛

門

門

衛

兵
兵
蕊

兵

兵
兵
兵
響

兵
㈱

作

次

四

六

茂

仁

孫

喜

彦

仁

七

作

吉

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.066

2。311

0.969

0.750

1.552

1.495

2.559

3.325

1.955

0.581

2.308

0.779

0,795

0.567

1。739

1.981

2.680

1.088

2.475

11.932

女房57「 男子36嫁33女 孫12女 孫9」 「二 男

31嫁29男 孫5」 「三 男26嫁22」

下男(譜 代)68

女房61「 男子35嫁28女 孫8男 孫5」 「嫁36

男孫14女 孫7」

下男43

女房30男 子5

母42

女房45男 子9男 子6

母73「 罫38娘22男 子一 女 子一 」 「弟44女

房38」

女房47男 子13二 男9女 子21女 子18

女房59「 男子33嫁21」 二 男20

娚44娘21i

鍛1欝 娘簑19」二男241
女房521

d
母53弟24娘16

瓢 女臨 男擁 二熱 弟蓑1、1
女房38男 子18女 子151

女房58男 子(江 戸奉 公)41

女房52男 子30二 男26 【

女房48「 男子30嫁28男 孫11女 孫6」 娘i2、i

父76i

下人44下 人40下 人51下 人53下 人40下 人14}

「門長72同 女65」 「門長52同 女45」 下 女231

下女一 下女13下 女(譜 代)22下 女(譜 代)131

家数合20軒 惣人数合119人(内 男62人 女57人)

(史料)真 壁町榎戸竹四郎家文書,元 禄14年 「常陸国真壁郡塙世村人別帳」

それ に年季奉公人を加えて名田地主的農業経営 を維持 している姿 が明 らかで

あ る。 また他 の農民 の多 くは,一 般 の本百姓=小 農民経営に移行 してお り,

一部に は複合的大家族 の名 ごりを思わせ るもの も存在 してい る。 おそ らくこ
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の人別帳 は,こ の時期(17世 紀末～18世 紀初頭)に おけ るこの地域 の典型的

な村落構成 を示 していると思われ る。

塙世村分郷 の名主榎戸 吉兵衛家 の住居は,中 世 の城郭 を思わせ る広大 な堀

の内にあ り,字 名 も 「堀の内」 とよばれ てい る。 この堀 の内は南方 と西方に

か な り広 い堀(現 在は水 田)を は さんで,源 法寺 ・下谷貝村方面 の畑 と林 と

集落が起伏す る 平野部 に対 してお り,東 方 と北方は 狭い堀 や 土塁 をはさん

で,塙 世村の集落や畑につ らな り,さ らに東方に桜 川をへだてて真壁 の町並

を控 えている。現在堀 の内のなかには,吉 兵衛家 の子孫 の農家が一戸 あるほ

かは,畑 と果樹 園お よび林にな ってい るが.こ こに も南方 と西 方に二重 の空

堀 があ り,ま たかつての隷属農民の住居跡や古井戸 が,5～6戸 分明確 に残

ってい る6以 上の点か ら,関 東地方の農村部に現在 も見 うけ られ る,か つて

の土 豪的百姓の屋 敷構 え一堀 の内のやや規模 の大 きい例 とい え よ う。

榎戸吉兵衛家 自体の 由来 は,戦 国大名真壁氏 の旧臣 と して,近 世初頭 に他

の榎戸姓二家 とともに,旧 所領 の塙世村に土着 した とい う伝承 と,そ れを裏

付け る数通 の戦国期の古文書に よって明 らかであ る。天保6年(1835)に 塙

世村百姓 吉兵衛が,笠 間藩 主の下問に答 えた 「書上」には次の よ うな記述が
(9)

み られ る。

「一 天文年 中 よ り元和迄三代之 間,榎 戸対馬 と申て士に御座候趣,以 後 は

百姓人別 に御座候,

一一 元禄年 中迄 は家来筋 の もの,弐 拾竈程村方に有之候証拠御座候,

一 右元禄 之頃,下 男 ・下女弐拾 人位召抱候人別之控御座候,

年数 凡三百年 余,同 村住居之様に相見え申候,」

以上 の記述は,前 述 の人別帳や 後述の隷属農民 の 自立闘争 の 経過に よっ

て,ほ ぼ裏付け られ る。

塙世村分郷 の隷属農民の 自立闘争 は,元 禄4年(1691)と 安政4年(1857)

(9)真 壁町榎戸竹四郎家文書.
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の約1世 紀半へ だてた二つの事件 が判 明 してい る。 まず第一 の事件 を,元 禄

4年8月,塙 世村吉兵衛が領主の旗本菅谷八郎右衛門に提 出 した 「乍恐以書
(10)

付,御 訴訟申上候事」 に よってみてみ よ う。

前述 の堀の内の主人であ り,分 郷名主の吉兵衛には,多 数 の家来 百姓が い

たが,そ の一部 は堀 の内の屋敷構 えよ り出て,村 内の一 山 とい う所(旗 本

堀 田氏領分)へ 移住 し,他 は堀の内に とどまっていた。 彼等 は ともに従来,

主人 の家に対 して年末に 「大番」 とい う奉仕 を行 な う慣例があ り,こ れに対

して主人は,正 月に 「大番振舞 」 とい う接待 を もって酬い るこ とになってい

た。 ところが両所 の家来 百姓が 申 し合せて,前 年暮か ら正月にかけて,大 番

勤め も大番振舞 も拒否 したのであ る。驚 いた吉兵衛は,一 山居住 の家来 百

姓に関 しては,領 主 の旗本堀 田権右衛 門を通 じて圧 力を加 え,茂 田村役人 の

仲介に よって,先 規通 りの奉 仕を約束 させてい る。

一方 ,主 人の 屋 敷構 えに とどまっていた4人 の 家来 百姓(弥 次兵衛 ・甚

蔵 ・市兵衛 ・太郎助)は,大 番勤めのみで な く,主 人の家 の田植 ・田 うない

等 の賦 役労働 を も拒否 し,村 役 人(笠 間領分)の 説得 も うけ いれずに,頑 強

に抵抗 してい る。 困惑 した吉兵 衛は 自村 の領主であ る旗本菅谷氏 の介入を要

請 してい る。以上が上記の文書 の要 旨であ る。

堀の内 よ り一 山へ と,主 人の直接監視下 よ り逃 れていた筈 の農民の方が

比較的簡単に屈伏 した のに対 し,堀 の内の主 人の屋 敷構 えに居住す る4人 の

方が,頑 強な抵抗 を示 してい る。思 うに一 山へ移住 した農民は,そ の移住
くユ　　

自体が 自立闘争 の成果であ って,農 耕関係の賦役労働 よ りすでに脱 していた

ので,よ り形式化 していた大番 の負担には妥協 したのであ ろ う。 しか し,堀

の 内に残 った家来百姓たちには,自 立 闘争の課題 が よ り大 き くの しかか って

いたのではないだ ろ うか。弥 次兵衛等4人 の 自立闘争 の結果は 明 らかではな

い。支配関係の相違 に もよるか と 思われ るが,前 述の元隷12・14年 の人別

⑩ 真壁町榎戸竹四郎家文書,r茨 城県史料 ・近世社会経済編1』p.487所 収.

⑪ この移住の経過は,後 述の安政4年 の史料に より,そ の概要を知ることがで き

る 註 ⑬ の部分参照,
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帳には,彼 らの名は見あた らないのであ る。

やは り同 じ人別帳に見あた らないが,堀 の内の伝兵衛 とい う家来百姓 は,

下記の通 り,上 述 の 自立闘争 に加わ りなが ら,主 人 と領主 の圧力に屈 してい
(12)

る 。

「 一札之事

一 拙者儀先規より正月三日之大番,有 来る例法相勤来り候処に,違 背仕

罷有故,堀 田権右衛門様御支配所へ御訴訟被成候に付呼状参候,就 其組

之内七郎左衛門 ・七郎兵衛両人之頼,光 照院様へ入寺致御訴訟仕候,只

今迄何角と違背仕候段御免被遊候,自 今以後諸事違背仕間敷候,為 其壱

札如件,

元禄五年申ノ十月廿三 日

訴訟人 堀内・伝 兵 衛 ㊥

金さ 七郎左衛門 ㊥
組 内

同所 七 郎 兵 衛 ㊥

榎戸吉兵衛様 」

なお,七 郎左衛門 と七郎兵衛は,元 禄の人別帳 に もみ られ る通 り,塙 世村

分郷の本百姓であ る。 ここでは領主の旗本が,主 人側に加担 して家来百姓 の

自立の要求を抑圧 している点に注 目 してお きたい。

第二 の安政4年(1857)の 事件 の概要 は,同 年10月 に 塙世村名主吉兵衛

伜宇六郎 より,御 地頭所(旗 本)役 人に提 出 した 「乍恐 以書付,御 歎願奉 申
く　 ラ

上候」に よれば,次 の通 りで ある。

宇六郎 の主張に よれば,「 私方 は至て旧家にて,往 古抱百姓廿人私構 内に

有之候所,内 拾四人中古私所持字一 山え為 引移,御 上様 之御百姓に仕候え

共,古 来之恩儀忘却不致,殊 に私所持 山に住 居仕候義に付,抱 百姓 同様 相心

⑫ 註(iCtに 同 じt『 前掲 書 』p.487所 収.
・⑬ 註(i◎ に 同 じ

,『 前掲 書 』p.487所 収.
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得罷在候所」,年 月がた っにつれ て,子 孫 の者は古来 の恩義 を忘れ,同 家 と

たびたび紛争を起 し,そ のたびに 旧来の主従的関係を確認す る証書 を取交わ

して きた。 ところが このたび,一 山居住 の百姓小三郎 の伜寄吉 と仙助 の養

子仲蔵 が,旧 来 の事情を理解 したいために,そ れ らの証書を拝見 したい と申

し入れて きたので,神 妙な心がけ と思い承知 して見せた ところ,二 人 はいき

な りこれ らの証書を持 出 して姿 を くらま して しまった。宇六郎はあわ てて両

人 の親 の所 へ出かけ て交渉 したが,伜 たちが帰宅 しないので らちがあかず,

翌 日江戸 に出かけ て,領 主(旗 本)に 事情を訴えて,寄 吉 ・仲蔵両 人の召喚

を要請 した。

要す るに,こ こには元禄5年 に 自立闘争 を行な っていた一 山居住 の農民

た ちの子孫の姿がみ られ る。 彼 らは事実上,旧 主人への隷属関係をほぼたち

きってお り,争 点 は,彼 らの村落内での地位をおびやか し,多 少 とも隷属関

係 の存続 を可能にす る根拠=証 書 の処置にかかわ って きている。

同年11月 に 塙世村名主見習宇六郎 と,一 山居住の百姓5名(証 書を持

去 った二人の親 を含む)と の間に取交わ された 「為取替 申済 口証文之事」に
(14)

よれば,上 記 の紛争 に隣村 の村役人等が 仲介に入 り,「此儀は,是 迄 吉兵衛

構百姓有之候えば,当 筋御知行所御 人別 え も差加へ候上 は,向 後譜代 と唱候

儀 は 口外不致,且 又唯今一 山住居仕候義,以 来何様 之義出来候共,立 去杯
くママ ラ

と申事決 て不申約定,又 小前四人之者共,元 由緒 も有之候義に御座候へば,

往古 由緒書付廉 々は忘却致間敷約定」 とい う条件で,示 談 させ ている。

事実上譜代下人の 身分か ら解放 され,「 其後当御知 行所御百姓御人別え差

加」 え られて,1世 紀 半以上 もた った幕 末において も,彼 らには 「村方にて

は同人譜代之者 と是迄 相唱罷在候」 とい う身分上 の差別がついて まわ ってい

たのであ る。そ して この事件 の結果,よ うや く彼 らは差別的呼称の一応 の撤

廃 糞か ち とってい るのである。

なお明治2年(1869)6月 には,塙 世村分郷 の旧来の名主吉兵 衛を排除 し

Oゆ 註 ⑩ に同 じ,『 前掲書』p.488所 収.
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て,新 村役人の選 出が進め られていたが,名 主候補 の多左衛門は,実 に一

山居住の吉兵衛家 の元譜代百姓であ り,農 民 の多数 の支持 をあつめ ている。

元名主吉兵衛伜端次 は,多 左衛門は前 述 の安政4年 の事件 の際,示 談を強制

された こ とを遺恨 に思 い,他 の村役 人や農民 をまきこんで吉兵衛家に対 抗 し

てい るのであ り,た とえ多 左衛門が名主に任命 され て も 「殊に譜代同様之百
(15)

姓多左衛門支配受候儀は,残 念之儀 に御座候」 と主張 している。

ここには,維 新変革の直後 とはいえ,名 主役に まで就 こうとす る元譜代 の

成長 した姿 と,身 分的差別を あ くまで 維持 しよ うとす る 旧土豪的 百姓 の姿

が,あ ざやか な コン トラス トをな しているのであ る。

Vむ すびにかえて

以上 検討 してきた点を要約す るな らば,第 一に近世の隷属農民 には,隷 属

度 の高 い ものか ら,家 族 を構成 して一定 の 自立を達成 してい るものまで,多

様 な種類が存在 した ことで ある。 ことに家族 を構成す る譜代下人や屋敷者 の

存在形態が,主 人や領 主権力 の支配,農 業経営 のあ り方,村 落共 同体 とのか

かわ り等 の点で注 目され る。第二に これ らの隷属農民の存 在が,こ の地域 の

村落構成 のなかで一般的だ ったのは元禄期前後(17世 紀 末)ま でで,彼 らは

以後18世 紀前半期に,か な り急速に 自立か消滅 の道 をた どった ことで ある。

その要 因は,小 農民経営の確 立に よる名 田地主的農業経営 の行詰 ま りに もと

め ることがで きよう。

しか し,例 外的に隷属農民 の身分 が固定化 されて存続 した村(下 谷貝村)

や,表 面上 は百姓 に取立て られ なが ら,実 質的に差別が維持 された村(塙 世

村 分郷)が あった。 笠間藩領に属す る村 々では,隷 属 農民 の姿 は18世 紀後

半には,も はや 痕跡を とどめ るにす ぎない(塙 世村 。本木村)。 本稿では分

析の対象 に取上げ なか った真壁周辺の笠 間藩領 の数か村(伊 佐 々 ・桜井 ・長

岡村)に おいて も,18世 紀後半 には 隷属農民 の姿を 見 出せ ない。 下谷貝村

⑮ 註O◎ に同 じ,r前 掲書』p.489所 収.
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や塙世村分郷が,複 数の旗本 の相給支配地 であ り,旗 本が領主権力 と しての

知行地支配力 の弱 さを,在 地 の有力農民 呂旧土 豪的百姓 の力に よって補充 し

よ うとす る傾 向に あった ことが,彼 らに よる隷 属農民 の支配 を容認 した要 因

であ ると考え られ ないだ ろ うか。有力農民 自体が,村 落共 同体 におけ る優越

した地位 を保持す るために,恩 恵 的な形で あれ 旧来の主従関係 を維持 しよ う

と した ことは,笠 間藩領の村 々に も認め られ る。

ともあれ,い わば一一般農民 の 自立過程に乗 りお くれ た譜代下人 ・屋敷者 た

ちの 自立への歩み は,長 期にわた り,か つ苦難にみちた ものであ り,な かに

は幕末 までに 自立を達成 しえず,差 別 を近代に持込んだ例 も皆無ではなか っ

た。かか る隷属農民 を伴 って近 世の村落共 同体が構成 され,そ れを基盤に強

固 な幕藩領主権力の支配が構築 されていた ことを,見 のが してはな らない と

思 う。

(1973年7月10日)

〔付記〕 本稿で使用 した史料に関して,所 蔵者の茨城県真壁郡真壁町の市村浩氏 ・

榎戸竹四郎氏 ・榎戸淳一氏 お よび 同郡大和村の 勝田貞氏に 厚 く御礼申 し上げ ま

す。また史料 の採訪に協力された林玲子氏 ・佐藤 列氏をは じめ多 くの方々にも感

謝いた します。なお,引 用史料に関 しては,理 解 しやすいように,一 部の字体 と

かなを改めるとともに,都 合により一部の地名を伏せたことをお ことわ りしてお

きます・

(1973.7.11)




